
一次試験

（筆記試験）

森林施業プランナー認定

実践体制基礎評価
認定事業体に所属
し、プランナー業務
に 従事している者

実績確認

協会認定一次研修受講

特別一次試験

一次試験合格者

H27年9月6日（日）

＜翌年度へ＞

7月、9月審査

林業大学校等に
在学中の学生

平成27年度森林施業プランナー認定取得ルート一覧

H28年3月6日（日）

二次試験

（面接試験）

1月

H28年1月末まで

特別二次試験

協会認定二次研修受講

7月、9月審査

11～12月

12月末まで

今回ご案内
の試験

※ 協会認定一次研修受講者が、9月の一次試験を受験することは可能です。仮に一次試験に不合格の場合、改めて3月

の特別一次試験を受験できます。（受験料は都度支払う必要があります。）

※ 昨年度に協会認定一次研修を修了した者は、自都道府県において特別一次試験が行われる場合に限り、特別一次試

験を受験できることとします（協会認定二次研修および特別二次試験についても同様）。

※ 特別一次試験の募集案内は、12月ごろに協会認定一次研修の研修実施主体等を通じて行う予定です。

なお、特別一次試験は3月に実施されるため、特別一次試験の合格者は翌年度以降の二次試験または特別二次試験を

受験することになります。

プランナー志望者


